
別表（標準単価表） 

 
※要綱第４条第４号の規定による産業観光局長が別に定める経費の額は、標準単価に事業

量を乗じて算出する。 
※標準単価には、事業実施に直接必要な労務が雇用により賄われるか否かや当該労務に係

る社会保険料等の支払い状況に応じて、間接費を加算することができる。 
 
 
  


